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甲府市農業委員会１２月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成２９年１２月２６日（火曜日）午後２時００分から２時５０分  

 

２．会  場  甲府市南公民館  

 

３．出席委員（19名） 

  会長・西名武洋 会長職務代理者・柿嶋 敦 

   委  員 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之  3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美   7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫   

 9番 菊島  建 10番 關野  登  11番 森  信二  12番 花形 満寛 

13番 末木 瑞夫 14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁   16番 小林 雅宗    

17番 山本 一 

  

４．欠席委員（0名）  

  

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長 青木 進 

農地係 係 長  田中 紀雄 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

  振興係 係 長 岡  正己 

      主 任 中沢 敏章 

            技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条による競・公売適格証明願いについて 

議案第２号 農地法第５条による競・公売適格証明願いについて 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第６号 平成３０年１月告示分農用地利用集積計画について 
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 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後２時００分 開会 

 

○事務局（田中係長） 

    それでは、ただ今から、平成２９年度１２月定例総会を始めます。 

本日の会議は、定数１９名中１９名が出席し過半数に達しておりますので、農業

委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、この会議が成立していること

をご報告いたします。 

総会に先だち、会長より「あいさつ」をいただきます。会長よろしくお願いいた

します。 

 

○議長（西名会長） 

師走で暮れが押し迫っている忙しい中の１２月の定例総会に委員の皆様、ご苦労

様でございます。 

《以下 挨拶 略》 

 

○事務局（田中係長） 

    ありがとうございました。 

それでは、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議長を務め会議を進め

て参ります。 

会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

    ただ今から、甲府市農業委員会 12月定例総会を、農業委員会等に関する法律並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参ります。 

    それでは、本日の議事録署名委員ですが、9 番の菊島 建委員、10 番の關野登委

員にお願いを致します。 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第 1 号農地法第 3 条による競・公売適格証明願についてを議題とします。事

務局から説明してください。 

○事務局（佐野係長） 

今月の第３条の競･公売適格証明願は 1件ございます。競売や公売の物件で登記地
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目が農地である場合、参加者は入札に先立って３条や５条の許可の適格者であると

いう証明を受ける必要があります。今回の願出人は競売地を農地のまま耕作したい

という方の３条の資格審査を求めるものです。 

議案書 1 ページの 1 番、地図は 1 ページの競･公売適格証明願 3 条№1 をご覧くだ

さい。 

競売地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりです。 

上曽根交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･南面･北面は農地、西

面は用悪水路及び農地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断いたしました。 

願出人は○○○在住で、○○○に農地を○○し、○○○○しているが、○○○○

○○を計画していたところ、競売地が立地条件に適していることから、取得したい

とのことです。 

願出人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、落札後は計画面積が○○○㎡となり、

○○○○する計画です。なお、願出人は経営面積や従事日数など、農地の取得要件

は全て満たしております。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局から説明が終りましたので、地元委員から補足説明をお願いします。 

    この案件については、中道地区ですので、土屋正人委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋正人） 

    議案第１号の案件ですが、事務局の説明のとおりです。よろしくご審議のほどお

願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員より説明が終りましたので、これより、質疑に入ります。 

    ご質問のある方は、挙手をしてください。 

○落合委員 

    出入り口は、どこになるのでしょうか。 

○事務局（佐野係長） 

    出入り口は、北側の道路から、芋沢川沿いを入っていきます。 

    以上です。 

○議長（西名会長） 

    よろしいでしょうか。 

    他には、いかがでしょうか。 

    ≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

    それでは、質問も無いようですので、採決に入ります。 

    それでは、ご賛成いただける方は、挙手をお願いいたします。 

        ≪ 全員挙手 ≫ 
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○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、議案第１号は、証明書の交付をして参り

ます。 

    つづきまして、議案第２号農地法第５条による競・公売適格証明願についてを議

題とします。事務局から説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

今月の第５条の競売適格証明願は 1 件ございます。今回の願出人は競売地を○○

○○として転用したいという方の５条の資格審査を求めるものです。 

議案書 2 ページの 1 番、地図は 2 ページの競･公売適格証明願 5 条№1 をご覧くだ

さい。 

競売地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりです。 

日枝神社から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面は農地、南面は道路、

北面は宅地及び農地となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断いたしました。 

願出人は○○○で○○○並びに○○○を経営しているが、○○○○○○○に伴い

○○○○○が不足し土地購入を検討していたところ、競売地が立地条件に適してい

ることから、取得し○○○○にしたいとのことです。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局から説明が終りました。地元委員から補足説明をいただきます。 

    中道地区ですので、土屋正人委員にお願いします。 

○議長（西名会長） 

    議案第２号の１番につきまして、事務局の説明のとおりです。 

    よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    それでは、質疑に入ります。 

    ご質問のある方は、挙手願います。 

○議長（西名会長） 

    道路が狭いようですが、何ｍですか。 

○事務局（佐野係長） 

    およそ３ｍです。業者とも話しましたが、大型トラックはきびしいので、軽トラ

ックで運び込むことが必要とのことです。 

○議長（西名会長） 

    他にございますか。 

    ≪ 質問無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    質問も無いようですので、採決に入ります。 
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    この案件につきまして、ご賛成いただける方は、挙手してください。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、議案第２号の案件につきましては、証明

書の交付をして参ります。 

    つづきまして、議案第３号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題と

します。事務局から説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

今月の第３条許可申請は有償移転が 4 件であり、譲受人は第３条の資格要件を全

て充たしております。 

それでは説明に入ります。 

議案書 3ページの 1番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

向町二交差点から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

譲受人は○○○○○を行なっているが、○○○○○○○○たいと検討していたと

ころ申請地が立地条件に適しているため、取得し○○○○○○を図りたいとのこと

です。 

譲受人の現在の経営面積は○○㎡ですが、取得後の計画面積は農地銀行の借地を

含め○○○㎡となり、申請地には○○○○○を行う計画です。 

続きまして、議案書の 2番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

    下鍛冶屋町交差点から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

    譲受人は○○○○○○○において、○○○○○○○○しているが、○○○○○○

たいと検討していたところ申請地が立地条件に適しているため、取得し○○○○○

○○○を図りたいとのことです。 

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積が○○○㎡となり、

申請地には○○○○を行う計画です。 

続きまして、関連案件となります議案書の 3番と 4ページの 4番をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりで

す。 

    市立甲府病院から○○ｍほど○○に位置する農地です。 

譲受人は○○○○○しているが、○○○○○○○○たいと検討していたところ申

請地が立地条件に適しているため、取得し○○○○○を図りたいとのことです。 

譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は申請地の○筆と農地銀行に

よる借地を含め計画面積が○○○㎡となり、申請地には○○○○を行なう計画です。 
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以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局より、説明が終りました。これより、地元委員に補足説明をお願いします。 

    １番の案件につきましては、玉諸地区ですので、田中委員お願いします。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

    先ほどの、事務局からの説明のとおりです。ご審議のほど、よろしくお願いしま

す。 

○議長（西名会長） 

    つぎに、２番から４番については、山城地区です。２番については、關野委員に

お願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

    ２番の案件につきましては、事務局説明のとおりです。以上です。 

○議長（西名会長） 

    ３番と４番は、萩原委員お願いします。 

○山城地区委員（萩原爲仁委員） 

    ３番と４番の補足説明をします。 

場所につきましては、○○○○○○○○○○○○がありますが、その○○に○○○

○という道路があります。その○○です。３番と４番の農地を取得して、○○○○

○とのことです。先ほど事務局からの説明のとおり、経営面積が足りないので、農

地銀行で借地を行い、下限面積をクリアして○○○○○するということです。 

よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員より説明をいただきました。 

    これより質疑に入ります。ご質問のある方はお願いします。 

     ≪ 質問無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    質問も無いようですので、採決に入ります。 

    この案件に賛成いただける方は、挙手をお願いいたします。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

全員の方の賛成をいただきましたので、議案第３号の案件につきましては、許可           

書の交付をして参ります。 

    つづきまして、議案第４号農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題とします。 

    事務局で説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

今月の４条許可申請は 2件となっております。 



 7 

議案書 5ページの 1番、地図は 3ページの 4条№1をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。 

慶音院から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面･西面は道路及び

農地、北面は農地及び山林となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

申請人は、○○で申請地を○○○○○○○○ため、○○○○○○○○し、土地の

有効活用を図りたいとのことです。 

転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、関連案件となります議案書の 2番と 6ページの 2番と 3番、地図は 4

ページの 4 条№2、5 条№2･3 の黒塗りで示した 4-2 と黒枠に点線で示した 5-2 と黒

枠に斜線で示した 5-3 をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・申請人及び譲渡人、譲受人については、議案書記載

のとおりです。 

日の出団地東交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は用悪水路及び

農地、南面は宅地、西面･北面は道路となっています。 

農地区分は、第 2種農地と判断しました。 

申請人及び譲受人は申請地が立地条件に適しており、需要が見込まれるため、○

○○○○に転用したいとのことです。 

転用後は、○○○○○○○○○○○○する予定です。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

    事務局からの説明が終りました。地元委員より補足説明をお願いします。 

    1番の案件は、相川地区ですので、保坂委員にお願いします。 

○相川地区委員（保坂委員） 

    1番の案件ですが、申請者は○○のため、この農地は○○○○○となっておりまし

た。傾斜地の畑で既に隣接する農地についても○○○○○として転用されておりま

す。特に、農道沿いに○○○○○○○がありまして、住宅に囲まれた○○○○○と

いうことで、農機具はほとんど入りませんので、止むを得ないと考えております。

よろしくご審議のほど、お願いします。 

○議長（西名会長） 

    ２番の案件は山城地区です。担当の關野委員に補足説明をお願いします。 

    議案の第５号の２番と３番も関連しておりますので、併せて説明をお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

４条の２番、５条の関係の２番、３番は○○の折に取得した土地で、今回は○が

譲受人となります。譲渡人については、○○○で、譲受人が管理していた土地です。 

今回は、○○○○○○○○するということで、隣接地、関係者の同意は、確認し

ています。また○○○○○については、○○○○○○○するということで、特に問

題ありません。 
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○議長（西名会長） 

    地元委員より説明が終りましたので、質疑に入ります。 

ご質問のある方はお願いします。 

    ≪ 質問なし ≫ 

○議長（西名会長） 

    質問も無いようですので、採決に入ります。 

    この案件にご賛成いただける方は、挙手をお願いいたします。 

    ≪ 挙手多数 ≫ 

○議長（西名会長） 

賛成多数ですので、決定します。 

議案第４号の１番の案件につきましては、1,000㎡未満の案件ですので、許可書の

交付をして参ります。 

それ以外の案件は許可相当ということで県農業会議に諮問して参ります。 

    つづきまして、議案第５号農地法第５条第１項の規程による許可申請についてを

議題とします。 

    事務局で説明してください。 

○事務局（佐野係長） 

今月の５条許可申請は、所有権移転が 2件、賃貸借が 1件、使用貸借が 1件、計 4

件となります。 

議案書 6ページの 1番、地図は 5ページの 5条№1をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・貸人・借人については議案書記載のとおりです。 

    石和温泉駅から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面･西面･北面は用悪水路、

南面は農地となっています。 

農地区分は、第 3種農地と判断しました。 

借人は貸人の○○○にあたり、貸人は○○○○○○○○なったため、借人が○○

○○○○○○し、土地の有効活用を図りたいとのことです。 

転用後は、○○○○○○○○する予定です。 

続きまして議案書 7ページの 4番、地図は 6ページの 5条№4をご覧ください。 

申請地の所在・地目・面積・賃貸人・賃借人については議案書記載のとおりです。 

長泉寺から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は農地、南面･西面は道路、北

面は宅地となっています。 

農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例外で、申請に係る土地の周辺地域に居

住する者の業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものと判断しました。 

賃借人は近隣で○○○を経営しているが、○○○○○○○○○が不足し土地選定

していたところ、申請地が立地条件及び利便性に適していることから、○○○によ

り○○○○に転用したいとのことです。 

以上でございます。 
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○議長（西名会長） 

    事務局から説明が終りました。 

    ここで、地元委員から補足説明をお願いします。 

    １番の案件は甲運地区ですので、森委員、お願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

    １番の案件ですが、借人は貸人である○○○○○○○○○○○ので、借人が○○

○○○○○○○したいということで、事務局の説明のとおりです。ご審議のほど、

よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

    ２番、３番の案件ですが、先ほど補足説明がありましたので、次の 4 番の案件を

中道地区の土屋三千雄委員、説明してください。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

    ４番の案件ですが、貸人は、あちこちに農地を持っておりますが、○○○○○○

○○となっています。この案件も事務局の説明のとおりですので、よろしくご審議

のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員から説明が終りました。 

    ここで質疑に入ります。ご質問のある方はお願いします。 

    ≪ 質問無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    特別に無いようですので、採決に入ります。それでは、この案件につきまして、

ご賛成の方は、挙手をお願いします。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の方の賛成をいただきましたので、決定します。 

    全て、1,000㎡以上の案件ですので、許可相当ということで、県農業会議に諮問し

て参ります。 

    つぎに関連がございますので、報告第 1 号から第 4 号についての報告を受けたい

と思います。 

    事務局より、説明してください。 

 

○事務局（佐野係長） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 8ページをご覧ください。 

先月の総会案件のうち、４条及び５条の申請について山梨県農業会議へ諮問をし

た結果、いずれの案件も許可相当との答申を受けました。 

9 ページからは平成 29 年 11 月 21 日から 12 月 20 日までに受理しました相続等の

届出や市街化区域における各種の届出を掲載しております。 

なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきましては、議案書に記
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載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決により交付済みとな

っております。 

以上でございます。 

○議長（西名会長） 

報告について説明がありました。 

    報告事項でありますが、何かありましたら、ご質問いただきたいと思います。 

    ≪ 質問なし ≫ 

○議長（西名会長） 

それでは、報告第１号から４号については、報告事項ですのでご了承願います。 

つぎに、議案第６号平成 30年 1月告示分農地利用集積計画についてを議題としま

す。 

なお、審議に先立ちまして、利用権設定の３番と３８番の案件は矢崎正勝委員が

関係する案件ですので、農業委員会法第 31条の規定に基づく議事参与の制限により

当該議案の審議の折には、退席をお願いします。 

    また、審議終了の折には、再び着席をお願いします。 

それでは、議案第６号の内利用権設定の 3番と 38番を除く案件について、事務局

より説明してください。 

また、関連がありますので報告第５号についても併せて報告してください。 

 

○事務局（吉沢技師） 

今月は、所有権移転 1 件、新規設定 14 件、再設定 37、計 52 件の申出がありまし

た。 

議案書は、14ページからになります。こちらの表は、所有権移転です。 

中道南地区からの申出がありまして、合計面積は 1,473㎡です。 

1ページおきまして、16ページ。こちらの表は、新規設定です。 

相川・里垣・甲運・玉諸・山城・中道北・中道南地区からの申出がありまして、

合計面積は 17,330 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 29 年度の目標面積 108,400

㎡に対し、設定面積は 93,841㎡となり、達成率は 87％となります。 

続いて、17ページ。こちらの表は、再設定です。 

千代田・甲運・玉諸・二川・山城・中道北・中道南地区からの申出がありまして、

合計面積は 65,880 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 29 年度の目標面積 338,200

㎡に対し、設定面積は 227,016㎡となり、達成率は 67％となります。 

それでは、ページは戻りまして 15ページになります。 

15ページ 1番は利用権設定の所有権移転です。 

申請地は○○○にある農地 2 筆で、善藤公民館より○○ｍほど○○に位置する農

地です。 

譲受人は○○歳、○○○に自作地○○ａの経営地を有し、○○○○で経営を行っ

ております。 
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この農地の所有権移転については昔からの○○である譲渡人が○○○に在住して

おり、○○○○○○○○いたところ、○○○○を考えていた譲受人と話をする中で、

所有権移転を行うこととなりました。 

続いて、利用権設定になります。 

18 ページ 1 番から 22 ページ 14 番までは新規設定となっています。 

23 ページ 15 番から 30 ページ 34 番までは再設定となっています。 

31 ページ 35 番から 37 ページ 51 番までは再設定の更新となっています。 

今月につきましては、案件が 51件と多くなっておりますので、補足説明が必要と

なる、新規就農者の案件を読み上げさせていただきます。 

その他につきましては、記載のとおりとなっています。 

また、19 ページ 3 番、32 ページ 38 番は委員案件となっていますので、後ほど審

議をお願いします。 

それでは、19ページ、4番と 26ページ、23番は借り手が同一のため、合わせて説

明します。 

    新規就農者の案件となります。 

申請地は、○○○の農地 1筆と、○○○の農地 2筆であります。 

借り手については、平成○○年に○○○○○○○○○○○○へ通い、その後、○

○○にある○○○○○○○○○○に○○年 3月まで勤めていました。 

農機具は刈り払い機など軽微なものしかないが、エンジンポンプ・糖度計は購入

予定で、すぐに購入できない機械については、農業センターの貸出制度を活用する。 

営農に関しては○○○○で行い、○○○○を中心に行っていくとのことです。 

続いて、22ページ 13番・14番は借り手が同一なので合わせて説明します。 

新規就農者の案件となります。 

申請地は、○○○の 2筆と○○○の 3筆であります。 

借り手については、年齢○○歳で平成○○年 1 月中旬まで○○○○○○○○○○

○○○○○○、その後独立就農となっております。 

農機具は、管理機と動力噴霧器を所有しており、足りない農機具については借り

て、補うとのことです。 

営農に関しましては、○○○○○○○○で行うとのことです。 

販路については、○○○○○○○○○○○を行っていくとのことです。 

以上、全ての案件の買手及び、借手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及

び、農作業従事日数を超えており、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用

しております。 

これらを踏まえ、甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適

合していることから、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による買い手及び、借

手の要件を満たしております。 

 引き続き、38ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。 

2件の解約となります。 



 12 

1番、2番ともに、解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっており

ます。 

解約の届けが提出されましたので報告いたします。 

以上 3番・38番を除く案件について説明を終わります。 

○議長（西名会長） 

    事務局から、説明が終りました。 

    ここで、地元委員から説明が必要な案件があります。 

   それでは、所有権移転の 1 番の案件につきまして、中道地区の柿嶋職務代理にお

願いします。 

○中道地区委員（柿嶋職務代理） 

    １番の案件ですが、譲渡人の○○○○○されていて、○○○○○○○○○○○の

ですが、次第に○○○○○していきました。そこで、すぐ隣の集落の譲受人の方に

譲渡するにあたり、お互いの意思と予算が合致し成立しました。このままでは、○

○○○○になることが見込まれていた土地でしたので、有効活用となります。 

よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    つづきまして、4 番と 23 番の案件につきましては、甲運地区の案件ですので、森

委員に説明をお願いします。 

○甲運地区委員（森委員）委員 

    この案件につきましては、借人の○○○○○○○○○○○、○○○○○でしたが、

農業をしたいということで、○○○○○○○○してきたとのことです。非常に熱意

のある方で、一生懸命取組んでいます。○○○○も欲しいということで、現在もさ

がしております。前に進んでいるので、頼もしく感じておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（西名会長） 

    つぎに、13番と 14番の案件を中道地区の柿嶋職務代理にお願いします。 

○中道地区委員（柿嶋職務代理） 

    借り手の方は○○歳で、○○○○○○○○○○○○しております。この方は、縁

がありまして、○○○○○をして生計をたてたいということで、住所を○○○○に

移しました。 

    こちらには、○○がおります。また、果樹の指導や畑の管理等のバックアップを

この地区の指導者から受けながらという状況です。 

    ○○○○、甲府市にとって、貴重な新規就農者で十分戦力になると期待していま

す。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

    地元委員より説明が終りましたので、質疑に入ります。 

    ご意見、ご質問のある方は、お願いします。 

     ≪ 質問意見無し ≫ 
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○議長（西名会長） 

    新規就農者の案件について、非常に頼もしい限りです。 

    それでは、質問もないようですので、採決に入ります。 

議案第６号の内、利用権設定の 3番と 38番を除いた案件に賛成される方は挙手を

お願いします。 

     ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の賛成をいただきました。 

    議案第６号の内、利用権設定の 3番と 38番を除いた案件につきましては、決定を

してまいります。 

    また、報告第５号につきましては、報告事項でありますので、ご了承願いたいと

思います。 

それでは、ここで矢崎委員の退席をお願いします。 

     ≪ 矢崎委員退席 ≫  

 

○議長（西名会長） 

    つづきまして、議案第６号の内、利用権設定 3番と 38番の案件につきまして審議

を行います。 

    事務局で説明してください。 

○事務局（吉沢技師） 

19ページ、3番と 32ページ、38番で借り手が同一なので合わせて説明します。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載

のとおりとなっております。 

以上です。 

○議長（西名会長） 

    事務局から説明が終りました。利用権設定の 3番と 38番についてご質問・ご意見

のある方は、挙手をしてご発言ください。 

     ≪ 質問・意見無し ≫ 

○議長（西名会長） 

    よろしいですね。 

    それでは、議案第６号の内、利用権設定の 3番と 38番の案件について、ご賛成を

いただける方は挙手をしてください。 

    ≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

    全員の賛成をいただきました。 

    議案第６号の内、利用権設定の 3番と 38番の案件については決定してまいります。

矢崎委員の着席をお願いします。  

    ≪ 矢崎委員着席 ≫ 
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○議長（西名会長） 

    以上で、予定している案件は全て終了しました。 

議題以外のことで、何かありましたらお願いいたします。 

     ≪ 意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

よろしいでしょうか。 

    今年最後の 12月定例総会の審議も無事終了しました。今年 1年間のみなさんのご

協力に感謝し、来年の皆様のご協力をお願いし、議長の席を降ろさせていただきま

す。 

             

午後２時５０分 閉会 

なお、総会終了後事務局から次の事項の事務連絡が行われた。 
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